
令和６年度音声メディアを使った薬物乱用防止啓発広告の製作・配信業務委託仕様書 

 

１ 目的 

  薬物乱用の若年層への広がりが懸念されるなかで、20 代から 30 代の県内の男女に向けて、

若年層の聴取が多く見込まれるラジオ及び音楽配信アプリの複数の広告媒体を活用して広く

薬物乱用防止を呼び掛けることにより、若年層の薬物乱用防止意識の高揚を図るとともに薬

物乱用のない社会環境づくりを推進することを目的とする。 

 

２ 委託期間 

  契約日から令和６年 12 月 16 日（月）まで 

 

３ 業務内容 

  長野県内の 20 代から 30 代の男女をターゲットとして薬物乱用防止を呼び掛ける音声広告

を制作し、麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の期間（10 月、11 月）に合わせて、ＦＭラジオ

及び音楽配信アプリを通じて配信する。また、配信分析等から、必要に応じて制作物や配信方

法に修正を加えるなどして、訴求性の高い広告となるよう運用管理を行う。 

 

(1) 音声広告データ及びバナーの作成 

  ターゲット特性に合わせて、薬物乱用防止の大切さを強く訴えるとともに関心を高めるよ

うな音声広告データ（15 秒から 20 秒程度）及びバナー（１種類以上）を作成する。 

 

(2) ラジオを通じた広告 

作成した音声広告データを活用し、麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の期間（10 月、11 月）

に、20 代から 30 代の男女の聴取率が高い時間帯を選定するなど、長野県内の若年層に広く効

果的にメッセージが届く方法を選択して広告を行う。 

 

(3) 音楽配信アプリを通じた広告 

作成した音声広告データを活用し、麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の期間（10 月、11 月）

に、20 代から 30 代の男女が利用することの多い通勤、通学及び帰宅時間など、長野県内の若

年層に広く効果的にメッセージが届く方法を選択して広告を行う。 

 

(4) 広告配信 

ラジオはＦＭ放送、音楽配信アプリは Spotify を広告媒体とする。配信期間は、麻薬・覚醒

剤・大麻乱用防止運動の期間（10 月、11 月）とし、ラジオ放送は 10 回以上、音楽配信アプリ

の配信は 150,000 回以上の配信を目途とする。配信中は、月１回程度、放送及び配信の進捗情

報を共有するものとする。 

 

 



(5) 配信分析・運営管理 

広告配信結果を分析し、必要に応じて、音声広告に適宜変更を加えるなどを通じて、より訴

求性の高い広告となるよう管理運営する。 

 

(6) 音声広告データ作成 

音声広告データの内容は、受託者の制作したナレーションや各種音源等とし、その編集にあ

たっては委託者の意見を尊重すること、また、配信に当っては作成した内容について委託者の

承認を得ること。 

 

４ 留意事項 

(1) 個人情報について 

個人情報の取得・保護・管理等については、以下の点に十分留意すること。 

 ・受託者は、本業務上知り得た情報については、個人情報保護法及び長野県個人情報保護条例

に則り、適正に取り扱うこととし、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用しないこと。 

 ・受託者は、個人情報の保護に十分に注意し、流出、損失を生じさせないこと。 

 

(2) 著作権等 

本業務の成果物の所有権や著作権は、原則として全て委託者に帰属するものとする。ただし、

受託者が従来から権利を有している受託者固有の知識、技術に関する権利等（以下「権利保有

物」）については、受託者に留保するものとし、この場合、受託者は権利保留物について当該権

利を非独占的に使用することとする。 

 

(3) 掲載するサイトについて 

 次に掲げる番組等へ広告を配信しないように配慮すること。 

・法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。 

・公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。 

・人権その他の他者の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの。 

・政治性または宗教性のあるもの。 

・特定の主義主張を目的とするもの。 

・上記に掲げるもののほか、委託者が広告を掲載することが適当でないと認められるもの。 

 ※掲載サイトについては、契約後、上記サイトにできる限り掲載されないよう、委託者と

受託者で協議の上決定する。 

 

(4) リスク対策について 

ア 広告価値を毀損する「ブランドセーフティ」、「アドフラウド」、「ビューアビリティ」につ

いて対策を講じるよう努めること。 

イ 広告価値を毀損する不適切な番組等への広告配信が確認された場合は、直ちに県に報告

するとともに、県の対応指示に従うこと。 



 

(5) その他 

本仕様書に記載のない事項及び本業務に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者との協

議により決定する。 

 

５ 成果品 

(1) 成果品 

ア 委託事業完了報告書（本業務で実際された内容・実績、講じた改善策及び結果等） 

イ 本業務で制作した広告素材データ（ＣＤ-Ｒ等の磁気媒体によるデータで納品のこと） 

 

(2) 納品期限 

  令和６年 12 月 16 日（月） 

 

(3) 納品先 

  〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-２ 

  長野県健康福祉部薬事管理課麻薬毒劇物係 


